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1 日時 2014年12月 11日(木) 1 3 時~1 7時(予定)

集合目 13時

事前集会:1 3時15分~

抗議交渉:14時~1 6時

総括集会:1 6 時~1 7時

2 場所 参議院議員会館講堂 資料イ対:500円

3 紹介議員 福島みずほ参議院議員

4 主催 再稼働限止全国ネットワーク

共催 反原発・かごしまネット、鹿児島反原発連合

5 質問項目とくねらい>

(1) 伊藤鹿児島県知事発言「命の問題は発生しないjについて

<知事発言左規制委発言どのずれを追及>

(2) 鹿児島県議会での再稼動反対討論について

くもろもろの再稼働反対意見を伝える>

(3) 川内原発の工事計画認可左保安規定の審査状況と今後の再稼動までの予定

<状況と予定を確認する>

(4) 川内原発の耐震対策の達成度(工事計画認可と保安規定)

<工事計画・保安規定の審査における対策不十分を指摘する>

(5) 基準地震動設定の違法性(岩波「科学」石橋克彦さんの指摘)

<岩波「科学Jの論考について規制委の反論を聞く>

(6) 規制委の規制行政について

①「科学的・技術的J異論・反論への対応について

O日本火山学会との対話要請

0石橋克彦さんとの対話要請

。田中三彦さんとの対話要誇

②原子力安全・保安院のイチェフ事故責任と原子力規制委員会について

<規制委、規制庁の規制行政姿勢を問う>

(7) 火山対策について <火山対策の不当性を訴える>

私たちは原子力規制委員会に対して、 「再稼働よりもイチェフ放射能汚染水汚染対策と廃炉在J r既存原
発を稼働する為の『新規制基準』はいらないJ r再稼働ありきの審査は止めろ」と訴えてきた。
にもかかわらず、原子力規制員会は全国の反対の声とパブコメ 1万8千件の意見を無視して、 9月 10 

日に川内原発再稼働の為の審査書(合格証)を決定、地元薩摩川内市と鹿児島県の議会と首長が住民の意

向を無視して「向意jを決定、早ければ今年度内に川内原発の再稼働かと報道されている。

しかしながら、規制委の川内原発の適合性審査は今も行われている。地震・火山・避難計画・地元同意

ほか多数の問題が指摘されながら規制委はそれらを無視し、今は工事計画、保安規定の審査の真っ最中、

規制委と九電とのヒアリングと称する秘密会合が毎日行われている。

私たちは、鹿児島の人たちゃ専門家の方々とともに、規制委・規制庁に対して、再稼働絶対反対の理由

を指摘するとともに、現在進行中の工事計画・保安規定の状況を追及する。
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(事前に送付)
1 2月o5日 再稼働阻止全国ネットワーク

原子力規制委員会への質問

私たちは、昨年の6月、本年の 1月、 5月と院内交渉集会を重ね、原子力規制委員会に質問・申入れを

してきました。私たらは原子力規制委員会に対して、 「再稼働よりもイチェフ放射能汚染水汚染対策と廃

炉をJ r既存原発を稼働する為の『新規制基準』はいらなしリ 「再稼働ありきの審査は止めろ」と訴えて

きましたA

にもかかわらず、原子力規制員会は全国の反対の声とパブコメ 1万日千件の意見を無視して、 9月10 

日に川内原発再稼働の為の審査書(合格証)を決定し、地元薩摩川内市と鹿児島県の議会と首長が住民の

意向を無視して「同意jを決定、早ければ今年度内に川内原発の再稼働かと報道されている。

しかしながら、川内原発の審査については、地震・火山・避難計画・地元同意ほか多数の問題が指摘摘

されながら規制委はそれらを無視、今は工事計画、保安規定の審査の真っ最中、規制委と九電とのヒアリ

ングと称する秘密会合が毎日行われてい主す。

私たちは、鹿児島の人たちゃ専門家の方々とともに、規制委・規制庁に対して、再稼働絶対反対の理由

を指摘するとともに、現在進行中の工事計画・保安規定の状況を追及します。

1 2月11日にご回答いただきたくお即応、申し上げま寸。

伊藤鹿児島県知事発言「命の問題は発生しなし、」について

1 1月7日の記者会見で伊藤鹿児島県知事が「もし福島みたいなことが起こっても、放出量は5.6テ

ラヘクレルロ 5. 5kmのところは、毎日寺5マイクロシーベルト。もう、命の問題なんか発生しないので

寸よ才九私は、そちらの方を信じます。 j と話しました。この発言の放出量5. 6テラベクレルに根拠

があるでし上うかり あるのであれば根拠を教えてください。規制委員長は常日頃、適合性審査に合格

しでも絶対安全とは言えないと話しています。どちらが正しいのですかり
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< 1 1月 12日田中委員長記者会見から>

一。記者 NI-IIくのそトキですG
先日、鹿児島県の伊藤知事が再稼働に向意した際の記者会見の中で、)11内原発は、審査の中で最も厳しいケースでも放射性

物質の放出量が5.6TBqと解析されてしもと思うのですが、この点、を挙げて、そうし、ったことを考えると相当な避難の時間の余裕

があるとか、あるいは時間もあるし、避難計画が実際に使われるような機会はないだろうというような比較的楽観的な見方を示し

ていらっしゃったのですけれども、そうし、った考え方について、委員長は何かお考えはありますでしょうか。

0田中委員長事実として最大J'I1JFのシビアアクシデントのと告が5.6TBoですから、それを踏まえて知事はそうし、う御発言をされ

たと思うので。我々からは100T8Qの台骨にこの程度ですよという{古宇出しているので、その両方を比べられてそういう発言になっ

ているのだと思います一。

0記者了解しました。ただ、一方で、、ちょっと思うのが、審査の中 P、最も厳しくても100T8q以下になることを確認することにな

ってし、るのですけれども、それ以上の事故が起きなし法解釈されてしまう危険性もないのかなと思うのですけれども、そのあたり

はお考えありますでしょうか。

0田中委員長 1001'8qというのは、 100T8qを超えてはいけないとしづ基準で、それ以下になるような施設対応であれば、それ

は望ましいわけで、誤解するかどうかは、布、が今、コメントするようなことではないと思うのだけれども。

0記者その100T8qとし、うのは、あくまでも事前に考えられているシビアアクシデントの対策がうまく機能した場合に100T8q以

下に収められるとし、う解析になって、それが妥当だと認められていると理解しているのですけれども、逆に言うと、現場で実際、

いぎ起こったときに、イ可か想定外のことがあってうまくし、かないようなことが起きれば、それ以上の事態になって、放出量も増える

とし、うことはあり得るのではなし、かと思うのですけれども、そのあたり、し、かがでしょうか。

0田中委員長想定外としづ言葉は余り評判よくないのだけれども、だから、全くそうし、う事熊が起こらないとし、うこrは私も申し卜
立エと与とよのですね。ただ、確率的に見た場合には、かなり低くなるだろうということで、現実的な発言として伊藤知事はそうお

っしゃったのではなし、かと思います。

2 鹿児島県議会で、の再稼動反対討論について

薩摩川内市議会、鹿児島県議会でもろもろの再稼働反対意見が出された。

以下に県議会討論からその一部を紹介します。工盤且とは規制委に関係する指摘です。しっかりと受

け止めて頂きたいと思います。

-原発再稼働を求める陳情 f地域の疲弊」の指摘があるが、原発稼働前から40年間補助金が落とされていた

にもかかわらず地域が疲弊している

-多くの住民アンケートで再稼働反対が過半数

.住民説明会でも県民の理解が得られていない

・律i宙対策ができてし、ない、関係8市町への説明がない

・いち青串木野市、日置市の市議会が「地元同質l対象にせよとの意見書宇採択した

I蝋元同意!の銑開争 8市町に広げよ内国は「地元合煮lの童市開表明確に廿よ

・藤摩川内市でがん県者が多い、福島での小児甲状腺がん多発が心配

・九電が値上げを言っているが、原発稼働ゼロによる燃料輸入費 3. 6兆円は誤り(円安)で 1. 1兆円が正しい

・イチェア事般で安令神話がくずれた伶水汚染対策の収束ははるか生

・イチェア事故の原因が津波か地震か未解明ではないか

・地震・火山対策がで者ていない

・免震重要棟がまだで者ていない (H27年にできる、 PWRはブイノレター付ベン卜免除)

・地元理解がで者ていない(市民の代表が市議会)市議・県議は原勢再稼働賛否で選ばれた翠エ且盆じ

・使用済み核燃料はどうなっている(リラッキングして保管、国が責任持つ)
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-テロ対策、大塑機感落八の対策ができていない(整備する)

・薩摩川内市以外の市町自治体どの安全協定に検査・事前報告・立ち入り検査が入っていない

・蹄難対象住民の坪解は得られていない(し、ちき串木野、日情、姶良の決議を震く受け止める)

・食品安令対策に疑問、なぜ事故後基準を上げたかっ

・福島の今の理非難者の人数は (11月5日で12万4482人)

• J11内原発の30km圏には21万6千人が住んでいる

・幹水炉原発は技術が成熟していないとの疑問がある(世界のほとんどが軽水炉)

.政府のエネノレギー需給見通しがはずれている

・九電が太陽光発電の買取を拒否した、政策を変えれば電力は足りる

・一旦渦酷事故が起これば多くの自治体が被害を受ける (40 k mlこ及ぶこと恥ある)

・日本火山学会が火山ガイドラインの見直しゃ提言した、規制委に問い合わせたか(問合せしていない)問合せせよ

・再稼働に誰が責任? (規制委が工事計画認可・保安規定・使用前検査の審査中、法律上)

. 3号炉の増設問顕に抗議の声が上がっている

・借用済み核燃料は2号機に余裕が無くあと 12年、日サイクノレのみ

.火山予知が仮にで#ても 5年間冷やしてからでないと六ヶ所村などに移動で#ない

・3Okm圏の住民に問責を求める権利がある(同季は県トi薩摩川内市で良しサ

-避難はどのように周知するか? 昨年の総合防災対策の参加者数は370入、これで訓練つ

(今年の冬にも国と調整して訓練する)

(5km~30kmは予備的に犀内退辞)実際に待っていられるかっ

.立昼よ原発事故の複合災害対策がで合ていない

-福島宇教訓11こn イチェフ事故後山林の除染は効巣ない、除染は移染n 過酷事故は絶対に起こしてはいけない

・5kmの人が逃げている時iこ6k mの人がじっとしていられるかり 机上の空論だ

-付民説明会に若い人が参加していない (20代 2%、30台5%、40代 13%) 

-辞難パスについて、パス協会と話ができていなし、、パス会社は行かないど言っている

・イチェフ事故の農産物被害は8400億円、除染経費は?国と東電は? (把探していない)

・揚水発電を生かしていない、 230万kwは川内原発3号機の発電量を上回る

・大型蓄電、大型送電を増やせ

-星発に依存しない政策を(国が「エネルギー基本計画l、エネノレギーミクス、原発再稼働)

・事故責任は? (一義的に事業者、同は災害対策関係、福島では問が前面)

・知事の責任はο(同意については法的責任はない、総合的に重大な決定で知事にも県議会にも責任、宮沢経産相が

来て政府が責任とると談)

・週中難計闘は机上の卒論、 「重大な決煮 1者する知事は青停止れない、原発に頼らな〈て弘元気宇確保で#る(rエ
ネノレギ一基本計画jで原発をベースロード電源と位置付け)

これだけの問題点・疑問点があるのだから採決留保を 1 下士オメf，，1' 

<ストップ再稼働!3. 1 1鹿児島集会実行委員会リーフレット 参照>

乙十
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3 川内原発の工事計画認可と保安規定の審査状況と今後の再稼動までの予定

工事認可は再補正する、時期は1号機が 12 月第 2週までにに、 2号機がその後 2~3 週間遅れ、

保安規定についても 2号機の工事認可再補正時に保安規定の再補正を提出保安規定の再補正を提出と

聞いている(以上は、 11月27日審査会合から)が、そのとおりですか P

なぜ、再補正が必要になったのですか? 現在の状況と今後の見通しを教えてください。

また、順調に推移する場合、再稼働までにどのような段階を踏むのか確認させてください。段階を踏

O審査が継続中であることを確認し、課題を確認。今後の使用前検査までの流れを確認

0審査会合と規制委定例会議の見込み確認
0工事計画、保安規定の確認をしたら、パブコメを実施せよと要求

C使用前検査には誰が立ち会うかと期間を確認

工事計画認可

工事計画認可

いご U川三九川瀬川 γι 午日以弘前明主将三;

一:-至
。 E事

安全繍ぬ重要度見菊酬請けるヲ訊門棚器i
等

ド主九対車械器>

lクラ叉1:原子炉可圧力容器、非常用炉L，';右紙設様 j 

iヲラ72:(主用済燃料理搬用容器、鰍1取扱設備 i 
lフラス3:固定柑司辺モニタ}"/;}設1臆斬燃剤貯蔵摩 ! 

:工事計画認可出、電気工作物の変更許可阜び原子'"泊設置許可を!

回出主機齢製作・据付などの制脚躍を貫工事を開始するため局面王手一一一一一一一--，

IC原子力尭電所の詳細抵詰甘内割こついて認可を到することです。国置時の工事計画出相制jζ着目し、改めて設墨許 ; : r笠宮肝技術騨への適古腕確制働;
!iIJj毛場合。

1(1改造→「認司J(ヲラヌ31;1届出) ! 

I~理理DJ 一一一 一一 一一

保安規定認可

「 γ 凶 ι顧 r三υ 二で言て1三万主主守〔宇間三三いけ泊三|
!く保安規定のポイント> I 
i発電用原子炉施設の楳軍司こ関する基本的な事真在定 i 
hめ枝燃料物質、をしくは核燃J物質により号染された物i
ほたま原子聞こよる見寄町妨止を匡lるも白です。
ほた果安桟宣は、保安規定由選守1え兄在確認するものi
ドです。 1l-訂正一一i 三」認可される切。 長吾亘皮J認可者〉 一一一つ

一 ド車宜者陪子力規亀委員会 i 

l 一子刊一力
lいく方圭> I 

伸請書的審査芯とど目|ιζよる ! 

1凶お戸戸一一五一i品;ヰヰゐゐιιJよふぷιι'"'品戸品~~品ぶι平平誌戸戸{}.}i平よ託託山;三i戸日γL「;二二二二一…一-_..._-._-.二~-ご二ご:ご二τ--~三一ご:二 二 :二…二二二:一二二二…:ご二-'._--.---二了----~-プ一ベ

一
Lき?竺竺24竺時1J!l!雪 - ←一一一一一一一一一一一i一一一 一一一←一一一一
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別
一
校

用
一
間

使
一
一
割
一

{

l使用前桟査と|立、発電用原子炉施設の工事計画の認可または届出が↓ト〈検査のポイント〉
あったものに::>~\亡その工事抽出迎合I~t 技傭較の適合性四回里ごとに機能・性能糖、外観植、材料寸法
を確認するもの。 ド等の検査を実施する。;

i使用前掘に合格し鳩材開|れの発電用原子炉施i閥更用| 一一-j
してはならないことになヮています。 1- 一一一一一寸

1〈桟査者> j 

国の原子力施設桟萱官 ! 
国の電気工作物帳査官 ! 

法令

核原料物質、核燃料物贋及び原子炉の規制|こ関する法律第43条の

3の11第1項、電気事業去第49条など ぜ方j去〉

立会核童、 ~c録確認

(規制庁九電の最新ヒアリング資料)

1 件名 r J 11内原子力発電所1、2号機の新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(627)J
2 日時平成26年 12月3日 10 時 30 分~ 12時00分、 13 時 00 分~21 時 50 分

3 場所 原子力規制庁 7階B会議室、 7階共用会議室

4.出席者

原子力規制庁

(新基準適合性審査チーム)

百瀬原子力規制専門職、関管理官補佐、蔦深課長補佐、石井安全審査官、市原安全審査官、古作安全審査官、末永安

全審査官、杉原安全審査官、中川安全審査官、吉田安全審査官、田中規制制度係長、谷原子力施設検査官、伊東主任

技術研究調査官、渡遺技術研究調査官、藤井原子力規制専門員

(安全技術管理官(地震・津波)付)

香田技術研究調査官、伊東(守)技術研究調査官、山崎技術研究調査官、鈴木技術参与、竹内技術参与

(安全規制管理官(発電炉施設検査担当)付)

村尾検査技術専門職、渡主主技術参与

九州電力株式会社 発電本部原子力工事グループ長他84名

5 要旨

( 1 )川内原子力発電所1、2号機の工事計画認可申請のうち、基本設計方針、適用基

準及び適用規格について、原子力規制庁から以下の点を指摘した。

0基本設計方針と各添付書類との整合性を確認し、基本設計方針に抽出すべき事項を取り涯め、さらに当該事項を基

木設計方針へ取り込む際の具体的な記載方法について整理し提示すること。

( 2 )九州電力より、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

6 その他

提出資料なし

以上

4 川内原発の耐震対策の達成度(工事計画認可と保安九世)

添付ファイル(川内原発別紙PDF)にあるように、制御棒、挿入時間経産、蒸気発生器伝熱管のS

S応力評価解析、加圧器、蓄圧タンク注入菅台、安全注入設備配管、一時冷却設備配管等、について

疑問安全注入設備配管、一時冷却設備配管等、について疑問にお答え願います。
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